
   

 

第４回環境審議会について 

 

 望ましい環境像について 

 望ましい環境像とは、10 年後の富士見市の環境をどのようにしていくかを

描いたもので、第 1次及び第 2次環境基本計画では「いのち豊かな里・湧き

水のまち 富士見市」と定め、環境保全と創造に取り組んできました。 

 これまで（仮）としていた望ましい環境像について、前回の審議会では先行

して地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を先行して審議をいただきまし

たが、今回の審議会より環境施策全般の審議に入ることから、施策の審議に

あたりご意見を伺うものです。 

 富士見市環境基本計画の上位計画である富士見市総合計画の「理想の未来」

のまちづくりの目標では、田園地帯など緑や湧水などの自然と都市が調和し

たまちづくりとしていることなどを踏まえ、第 3次環境基本計画における目

指すべき望ましい環境像（案）を 

 

「未来へつなぐ 水の恵みとゆたかな緑 環境調和都市」 

 

といたしました。 

 

  



 

 

 施策の展開について 

 第４回環境審議会議題のである、施策の方針１-２から２-３については以下

のとおり整理しました。 

 

 

【施策の方針１-２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資源の活用（資源循環）やごみの削減に関するものを「循環型まちづくりの

推進」に集約。 

 

  

まちぐるみで地球温暖化の防止を目指します

資源を大切にしよう

温室効果ガス吸収源対策に

取り組もう

ごみを減らそう

スマートムーブに取り組もう

【基本目標 1】

脱炭素・循環型社会を目指すまち

【施策の方針 1-1】

脱炭素まちづくりの推進

【施策】

➤脱炭素型ライフスタイル・ビジネス

スタイルの普及・推進

➤再生可能エネルギーの利用推進

➤移動の低炭素化の推進

➤温室効果ガス吸収源対策の推進

【施策の方針 1-2】

循環型まちづくりの推進

【施策】

➤４Ｒの推進

➤脱プラスチック化の推進
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【施策の方針２-１～２-３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緑と水の保全に関するものを「緑と水辺の保全」に集約。 

 生態系や生物多様性の保全に関することを「生物多様性の保全」に集約し、

生物多様性基本法に基づく地域戦略として位置づけ。 

 当市の地域資源である湧水について、独立した施策の方針として「湧水の保

全・活用」を設定。 

 

【基本目標 2】

豊かな自然を育み共生するまち

【施策の方針 2-1】

緑と水辺の保全

【施策】

➤緑の適切な維持管理

➤河川・水路等の水辺環境の保全管理

【施策の方針 2-2】

湧水の保全・活用

【施策】

➤湧水地の保全と適切な維持管理

➤湧水の周知と利活用の推進

【施策の方針 2-3】

生物多様性の保全

【施策】

➤生育・生息環境と生きものの保全

➤生物多様性に対する理解の促進

➤生きものとふれあう機会の充実と

保全活動の推進

自然と共生するまちを目指します

生物を守り育てよう

里地里山を守り育てよう

水環境を大切にしよう
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